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資料１ 
設計プロポーザル募集公告 

 

次のとおり設計プロポーザルの募集を行うので公告する。 

 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ ２ 日 

地方独立行政法人青森県産業技術センター 

理事長 坂田 裕治 

 

１ 業務概要 

(１) 業 務 名  地方独立行政法人青森県産業技術センターりんご研究所改築設計業務 

(２) 業務内容  基本設計及び実施設計業務 

(３) 履行期限  令和７年３月３１日 

 

２ 参加資格 

（１）本プロポーザルによる選定（以下「本手続」という。）に参加する者（以下「参加者」とい

う。）は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

ア 地方独立行政法人青森県産業技術センター契約事務細則（以下、「契約事務細則」という。）

第２条第１項に規定する競争入札に参加できない者でないこと。 

イ 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年２月青 

森県規則第６号。以下「参加資格規則」という。）第５条の規定により一般競争入札に参加

する資格があると認定され、第７条第１項に規定する有資格建設関連業者名簿の建築関係

建設コンサルタント業務の建築一般に登載されている者（技術提案書の提出期限までに認

定を受けることが見込まれる者を含む。）であること。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けている者を除く。）

でないこと。 

エ 労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険（健康保険及び厚生

年金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がない者であること。 

オ  地方税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

カ 別に定める資格を有する管理技術者を配置することができること。 

キ 青森県建設業者等指名停止要領（平成２年６月青監第６３３号。以下「指名停止要領」

という。）に基づく知事の指名停止の措置を、参加表明書の提出期限の日から見積徴取の時

までの間に、受けていない者であること。 
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ク 指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事

の指名停止の措置が行われたものを除く。）が、参加資格規則第５条の規定により競争入札

に参加する資格があると認定された日から見積徴取の時までの間に、ない者であること。 

ケ 警察当局から、理事長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設関連業者又はこ

れに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

コ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の３第１項の規定により、一級建築士

事務所登録簿に登録された者であること。 

サ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合が参加者と

なる場合、当該事業共同組合の組合員が別の参加者及び別の参加者の協力者となっていな

いこと。 

シ 本手続の参加に当たっては、代表企業と構成企業による２者の設計共同企業体（以下「Ｊ

Ｖ」という。）を結成して参加することができる。その場合は以下の要件を満たしているこ

と。 

(ｱ) 自主的に結成されたＪＶであること。 

(ｲ) 代表企業は、上記ア～サに掲げる要件をすべて満たしていること。 

(ｳ) 構成企業は、上記ア～オ、キ～ケ及びサに掲げる要件を全て満たしていること。 

(ｴ) 各構成企業の出資比率は、１０％以上であること。また代表企業の出資比率は最大で

あること。 

（２）その他 

次の各号に掲げる者は、本手続に参加することができない。また、参加者は、次の各号に

掲げる者から本手続に関し、助言、協力等の援助を受けてはならない。 

ア 地方独立行政法人青森県産業技術センターりんご研究所改築設計プロポーザル審査委員

会（以下、「審査委員会」という。）の委員 

イ 青森県職員 

ウ 地方独立行政法人青森県産業技術センター職員 

エ 上記ア～ウに掲げる者が自ら又はその家族が主催し、または役員若しくは顧問として関

係する営利法人その他の営利組織及び当該組織に所属する者 

 

３ 審査 

ヒアリング参加者の選定並びに最優秀者及び優秀者の特定は審査委員会において、次のとお

り審査を行うものとする。 
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（１）ヒアリング参加者の選定（第一次審査） 

審査委員会において、技術提案書の書面審査を行い、第二次審査（ヒアリング）参加者を

５者程度で選定する。 

なお、審査結果及び第二次審査（ヒアリング）への参加要請の通知は、令和６年６月１７

日（月）を目途に行う。 

（２）最優秀者及び優秀者の特定（第二次審査） 

令和６年６月２４日（月）を目途に技術提案書の内容について第二次審査（ヒアリング）

を実施し、ヒアリング参加者の中から、最優秀者及び優秀者を各１者特定する。 

なお、ヒアリングの詳細については、参加要請の通知において行う。 

（３）評価項目 

評価項目 評価事項 

配置技術者の実績

等による評価 

資格、実務経験年数、同種・類似業務の実績、技術力

を評価する。 

様式２～４ 

技術提案書の評価 業務理解度 業務内容、背景、手続等の理解度を

評価する。 

様式５、６ 

業務実施方針 与条件等を踏まえ、的確に設定され

ているか評価する。 

様式５ 

提案内容 技術提案課題に対する提案内容の

実現性及び創造性を評価する。 

様式６ 

  ※評価事項の様式については、技術提案書作成要領の様式による。 

（４）技術提案課題 

次の課題について、ポイントに対する考え方を必ず含めて提案すること。 

課題 ポイント 

１ 研究施設としてのユー

ザビリティの向上に加

え、既存の園地、りんご

史料館等を活用した情報

発信拠点としての活用 

改築後の施設の配置（情報発信拠点として効果的な配置） 

改築後の施設のゾーニング（円滑な研究活動を行うための工

夫） 

２ 外観のデザイン 「りんご」をキーワードとし、外観モチーフや考え方を言葉

で表現（提案内容を補足する簡易なイメージを添付） 

３ トータルコストの圧縮 効率的・効果的な配置により総面積を抑制し、イニシャル

コスト・建築後のランニングコストの圧縮 

４ 設計の進め方 利用する研究員の意見を反映させるための工夫 
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（５）審査委員会委員 

役職等 氏名 

八戸工業大学 工学部工学科 建築・土木コース 教授 小藤 一樹 

青森県 農林水産部長 成田 澄人 

青森県 財務部 財産管理課 総括副参事 小野 貴弘 

地方独立行政法人青森県産業技術センター 理事長 坂田 裕治 

地方独立行政法人青森県産業技術センター りんご研究所長 磯辺   慶 

（６）結果の通知等 

第一次審査及び第二次審査の結果は、参加者に対し、速やかに書面により通知する。また、

審査結果については、最優秀者の技術提案書（様式５及び６）、最優秀者及び優秀者の名称及

び評価点等を地方独立行政法人青森県産業技術センターりんご研究所（以下「りんご研究所」

という。）のホームページへの掲載等により公表するものとする。 

 

４ 理由の説明 

（１）審査の結果、第二次審査参加者として選定されなかった者又は第二次審査参加者のうち最

優秀者として特定されなかった者は、りんご研究所に対し、その通知が到達した日から起算

して５日以内（土、日、祝日を除く。）に書面によりその理由について説明を求めることがで

きる。 

（２）りんご研究所は、（１）の求めに対する回答を７日以内に行う。 

 

５ 手続等 

（１）担当研究所 

〒０３６－０３３２ 青森県黒石市大字牡丹平字福民２４ 

地方独立行政法人青森県産業技術センターりんご研究所 

電話番号 ０１７２－５２－２３３１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０１７２－５２－５９３４ 

ｍａｉｌ nou_ringo@aomori-itc.or.jp 

（２）説明書等の交付 

ア 交付場所  地方独立行政法人青森県産業技術センターホームページ

（https://www.aomori-itc.or.jp） 

⇒ 農林部門 

⇒ りんご研究所 

   イ 交付期間  公告の日から令和６年６月１０日(月)まで  
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ウ 交付資料 

資料２ りんご研究所改築設計プロポーザル説明書 

資料３ りんご研究所改築設計業務委託特記仕様書 

資料４ 公共建築設計業務委託共通仕様書 

資料５ 改築設計業務委託契約書（案）  

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限 令和６年４月２６日（金） 午後５時まで 

イ 提出場所 （１）の担当研究所 

ウ 提出方法 持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。アの提出期限日必着のこと。） 

（４）質問の期限及び回答 

質問の期限及び回答は、次のとおりとする。 

ア 質問の期限 令和６年５月２日（木） 午後５時まで 

イ 受付場所 （１）の担当研究所 

ウ 質問の方法 質問書（別紙１）により、「技術提案に係るもの」と「技術提案以外に係る

もの」とに分けて、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより行うこと。 

なお、郵送にあっては配達証明付き書留郵便に限ることとし、アの受付期限日必着のこ

と。また、ＦＡＸ又は電子メールにあっては、 （１）の担当研究所に電話し、受信の確認

を行うこと。 

エ 回答 令和６年５月１０日（金）までにりんご研究所ホームページに掲載する。 

（５）技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限 令和６年６月１０日（月） 午後５時まで 

イ 提出場所 （１）の担当研究所 

ウ 提出方法 持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。アの提出期限日必着のこと。） 

 

６ 現地説明会 

現地説明会を下記のとおり実施する。 

（１）実施日時 令和６年４月２３日（火）午後１時３０分から２時間程度。（受付は午後１時

開始とする。） 

（２）参集場所 りんご研究所会議室 

（３）申込方法 現地説明会参加申込書（別紙２）に所定の項目を記載の上、５（１）の担当研

究所へ令和６年４月１９日（金）午後５時までにＦＡＸ又は電子メールにより行うこと。な

お、いずれの場合も５（１）の担当研究所に電話し、受信の確認を行うこと。 

 



 

- 6 - 

 

（４）説明会の内容 

ア 既存施設の概要説明 

イ 現地に関する質問及び回答 

ウ 既存施設及び建設予定地の見学 

（５）留意事項  

ア 参加希望者が多数いる場合は、参加人数の調整を依頼する場合がある。 

イ ５（２）の交付資料を持参すること。 

ウ 施設の案内中は、参加者からの質問は受け付けない。質問がある場合は、（４）イの質

問及び回答の時間に行うこと。 

エ 現地説明会で案内する区域であっても、関係者以外の立入を制限している区域について

は、現地説明会以外での立ち入りは許可しない。 

オ 施設利用者等がいる部屋（室）については、担当職員が許可した場合を除き、写真撮影

は認めない。 

カ 担当職員の指示に従わない場合には、現地説明会からの退席を求めることがある。 

キ 廊下等の共用部であっても、調査や写真撮影等に当たっては、施設利用者等に対し十分

配慮すること。 

 

７ 見積徴取 

最優秀者を当該業務に係る随意契約の見積徴取の相手方とする。ただし、最優秀者に事故等

があり見積徴取が不可能となった場合は、優秀者を当該見積徴取の相手方とする。 

 

８ その他 

（１）使用言語等 

本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

（２）提出件数 

参加表明書及び技術提案書の提出は、参加者１者につき１件とする。 

（３）費用負担 

提出書類の作成並びに提出に要する費用、旅費、その他本手続への参加に関し要した経費

は、参加者の負担とする。 

（４）有資格建設関連業者名簿への登録 

２ 参加資格（１）イにおいては、毎月１５日まで受付・締切、月末に登録となるため、注

意すること。登録に当たっての詳細は、青森県ホームページにより確認すること。 
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【青森県ホームページ】 

⇒ 青森県建設業ポータルサイト（https://pub.pref.aomori.lg.jp/kouji/） 

⇒ 委託の情報 

⇒ 入札参加資格 

（５）失格の要件 

参加表明書及び技術提案書が、次の一に該当する場合は、失格となることがある。 

ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ 参加表明書及び技術提案書作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示され

た条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

オ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（６）提出された書類の扱い及び公表等 

ア 提出期限までに書類が到達しなかった場合は、受け付けない。 

イ 提出した書類への追加、差替え及び再提出は認めない。また、提出書類に記載した配置

予定の技術者は、病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することはできない。

なお、変更する場合には前任者と同等以上の資格及び実績を有する者とする。 

ウ 最優秀者及び優秀者に特定された者の技術提案書は、公表する場合がある。 

エ 提出された書類は返却しない。 

オ 提出された書類を、ヒアリング参加者の選定並びに最優秀者及び優秀者の特定を行う作

業に必要な範囲において、複製することがある。 

カ ヒアリング参加要請者として選定された者を公表することがある。 

キ 提出された書類の内容に第三者の著作物の公表、展示等が含まれている場合には、提出

者が当該第三者に承諾を得ておくこと。 

ク 提出書類作成のためにりんご研究所から受領又は閲覧した資料は、本プロポーザルに限

り使用し、りんご研究所の了解なく公表・使用することはできない。 

（７）契約書は、資料５ 改築設計業務委託契約書（案）により契約書を作成する予定である。 

（８）契約保証金は、契約事務細則第３４条（契約保証金）による。 

(９) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無 有（りんご研究所改築設計意図伝達業務委託） 


